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政
令
第
五
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
十
一
条
の
二
、
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
七

条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
三
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設

備
（
移
動
式
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
シ
ヤ
ー
」
を
「
シ
ャ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
特
定
化
学
設
備
」
の
下
に
「
（
別
表

第
三
第
二
号
に
掲
げ
る
第
二
類
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
同
表
第
三
号
に
掲
げ
る
第
三
類
物
質
を
製
造

し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
で
、
移
動
式
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

た
ば
こ
製
造
業
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第
十
九
条
第
二
号
ニ
中
「
セ
ロ
フ
ア
ン
」
を
「
セ
ロ
フ
ァ
ン
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
削
る
。

別
表
第
三
中
「
第
九
条
の
三
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

ア
ク
リ
ル
酸
二
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

別
表
第
九
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
二

ア
ザ
チ
オ
プ
リ
ン

別
表
第
九
中
第
十
一
号
の
四
を
第
十
一
号
の
五
と
し
、
第
十
一
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
の
四

ア
セ
タ
ゾ
ラ
ミ
ド
（
別
名
ア
セ
タ
ゾ
ー
ル
ア
ミ
ド
）

別
表
第
九
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八
の
二

ア
セ
ト
ン
チ
オ
セ
ミ
カ
ル
バ
ゾ
ン

別
表
第
九
第
十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
九
の
二

ア
ニ
リ
ン
と
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
重
縮
合
物

十
九
の
三

ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
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別
表
第
九
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
一
の
二

二
―
ア
ミ
ノ
エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル
（
別
名
シ
ス
テ
ア
ミ
ン
）

二
十
一
の
三

Ｎ
―
（
二
―
ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
）
―
二
―
ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル

二
十
一
の
四

三
―
ア
ミ
ノ
―
Ｎ
―
エ
チ
ル
カ
ル
バ
ゾ
ー
ル

別
表
第
九
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
四
の
二

（
Ｓ
）
―
二
―
ア
ミ
ノ
―
三
―
［
四
―
［
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
プ
ロ
パ
ン

酸
（
別
名
メ
ル
フ
ァ
ラ
ン
）

二
十
四
の
三

二
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
［
ヒ
ド
ロ
キ
シ
（
メ
チ
ル
）
ホ
ス
ホ
リ
ル
］
ブ
タ
ン
酸
及
び
そ
の
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩

別
表
第
九
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
五
の
二

三
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン

二
十
五
の
三

四
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
リ
ボ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
二
（
一
Ｈ
）
―
オ

ン
別
表
第
九
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二
十
八
の
二

四
―
ア
リ
ル
―
一
・
二
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン

別
表
第
九
第
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三
の
二

十
七
ア
ル
フ
ァ
―
ア
セ
チ
ル
オ
キ
シ
―
六
―
ク
ロ
ロ
―
プ
レ
グ
ナ
―
四
・
六
―
ジ
エ
ン
―
三
・
二
十
―
ジ
オ

ン
別
表
第
九
第
三
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
八
の
二

ア
ン
ト
ラ
セ
ン

別
表
第
九
第
四
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
の
二

イ
ソ
シ
ア
ン
酸
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

別
表
第
九
第
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
二
の
二

四
・

―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
ジ
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別
名
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
）

四′

別
表
第
九
第
五
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
五
の
二

イ
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ン

別
表
第
九
第
五
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五
十
九
の
二

ウ
ラ
ン

別
表
第
九
第
六
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
四
の
二

Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
二
―
イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
チ
オ
ホ
ス

ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
イ
ソ
フ
ェ
ン
ホ
ス
）

別
表
第
九
第
六
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
五
の
二

Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
Ｓ
・
Ｓ
―
ジ
プ
ロ
ピ
ル
＝
ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
エ
ト
プ
ロ
ホ
ス)

別
表
第
九
第
六
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
六
の
二

Ｎ
―
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

別
表
第
九
第
六
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
七
の
二

一
―
エ
チ
ル
ピ
ロ
リ
ジ
ン
―
二
―
オ
ン

別
表
第
九
第
六
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
十
八
の
二

五
―
エ
チ
ル
―
五
―
フ
ェ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ル
酸
（
別
名
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）

六
十
八
の
三

Ｓ
―
エ
チ
ル
＝
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
一
Ｈ
―
ア
ゼ
ピ
ン
―
一
―
カ
ル
ボ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
モ
リ
ネ
ー
ト)
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別
表
第
九
第
七
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
の
二

（
三
Ｓ
・
四
Ｒ
）
―
三
―
エ
チ
ル
―
四
―
［
（
一
―
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
）
メ
チ

ル
］
オ
キ
ソ
ラ
ン
―
二
―
オ
ン
（
別
名
ピ
ロ
カ
ル
ピ
ン
）

別
表
第
九
第
七
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
一
の
二

Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
Ｓ
―
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
＝
（
二
―
オ
キ
ソ
―
三
―
チ
ア
ゾ
リ
ジ
ニ
ル
）
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ

ア
ー
ト
（
別
名
ホ
ス
チ
ア
ゼ
ー
ト
）

別
表
第
九
第
七
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
五
の
二

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
一
・
二
―
ジ
エ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
）

別
表
第
九
第
八
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
三
の
二

Ｎ
・

―
エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
マ
ン
ガ
ン
（
別
名
マ
ン
ネ
ブ
）

Ｎ′

別
表
第
九
第
八
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
七
の
二

エ
フ
ェ
ド
リ
ン

別
表
第
九
第
九
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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九
十
四
の
二

塩
化
ア
ク
リ
ロ
イ
ル

別
表
第
九
第
百
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
三
の
二

塩
基
性
フ
タ
ル
酸
鉛

別
表
第
九
第
百
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
十
の
二

一
・

―
オ
キ
シ
ビ
ス
（
二
・
三
・
四
・
五
・
六
―
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
デ
カ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ

一′

ニ
ル
エ
ー
テ
ル
）

別
表
第
九
第
百
十
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

百
十
一
の
二

オ
キ
シ
ラ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

百
十
一
の
三

オ
ク
タ
ク
ロ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
メ
タ
ノ
フ
タ
ラ
ン

別
表
第
九
第
百
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

百
十
四
の
二

オ
ク
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

百
十
四
の
三

オ
ク
タ
メ
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ン
）

別
表
第
九
第
百
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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百
十
五
の
二

オ
ク
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
モ
ノ
オ
ク
チ
ル
ア
ミ
ン
）

別
表
第
九
第
百
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
二
十
五
の
二

過
酢
酸

別
表
第
九
第
百
三
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
三
十
六
の
二

キ
ノ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
酸
塩

別
表
第
九
第
百
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
四
十
六
の
二

二
―
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

別
表
第
九
第
百
四
十
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

百
四
十
七
の
二

Ｎ
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―

―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

Ｎ′

百
四
十
七
の
三

Ｎ
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
―

―
［
（
二
Ｒ
・
三
Ｒ
・
四
Ｓ
・
五
Ｒ
）
―
三
・

Ｎ′

四
・
五
・
六
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
―
オ
キ
ソ
ヘ
キ
サ
ン
―
二
―
イ
ル
］
尿
素

百
四
十
七
の
四

Ｎ
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―

―
（
四
―
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
）
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

Ｎ′

百
四
十
七
の
五

二
―
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
（
エ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
（
二
―
エ
チ
ル
―
六
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
セ
ト



- 9 -

ア
ミ
ド

別
表
第
九
中
第
百
四
十
八
号
の
二
を
第
百
四
十
八
号
の
四
と
し
、
第
百
四
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

百
四
十
八
の
二

ク
ロ
ロ
ぎ
酸
エ
チ
ル
（
別
名
ク
ロ
ロ
炭
酸
エ
チ
ル
）

百
四
十
八
の
三

三
―
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
―
ア
ル
フ
ァ
・

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
―
パ
ラ
―
ト
ル
イ
ジ
ン
（
別
名
フ
ル
ア
ジ
ナ
ム
）

別
表
第
九
第
百
四
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
四
十
九
の
二

ク
ロ
ロ
炭
酸
フ
ェ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル

別
表
第
九
第
百
五
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

百
五
十
の
二

一
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
（
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ゼ
ン

百
五
十
の
三

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
三
）

別
表
第
九
第
百
五
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
五
十
二
の
二

二
―
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

別
表
第
九
第
百
五
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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百
五
十
三
の
二

三
―
（
六
―
ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン
―
三
―
イ
ル
メ
チ
ル
）
―
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
リ
ジ
ン
―
二
―
イ
リ
デ
ン
シ

ア
ナ
ミ
ド
（
別
名
チ
ア
ク
ロ
プ
リ
ド
）

百
五
十
三
の
三

四
―
［
四
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
一
―
イ
ル
］
―
一
―
（
四

―
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン
―
一
―
オ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ペ
リ
ド
ー
ル
）

別
表
第
九
第
百
五
十
五
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
五
十
五
の
四

三
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
二
―
プ
ロ
パ
ン
ジ
オ
ー
ル

別
表
第
九
第
百
六
十
二
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
六
十
二
の
三

一
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
メ
チ
ル
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
一
―
ク
ロ
ロ
イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
）

別
表
第
九
第
百
七
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
七
十
五
の
二

コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
三
）

別
表
第
九
第
百
八
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
八
十
四
の
二

酢
酸
マ
ン
ガ
ン
（
Ⅱ
）

別
表
第
九
第
百
八
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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百
八
十
六
の
二

三
塩
化
ほ
う
素

別
表
第
九
第
二
百
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
一
の
二

ジ
ア
セ
ト
キ
シ
プ
ロ
ペ
ン

別
表
第
九
第
二
百
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
十
六
の
二

（
Ｓ
Ｐ
―
四
―
二
）
―
ジ
ア
ン
ミ
ン
ジ
ク
ロ
リ
ド
白
金
（
別
名
シ
ス
プ
ラ
チ
ン
）

二
百
十
六
の
三

ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

別
表
第
九
第
二
百
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
十
七
の
二

二
・
三
：
四
・
五
―
ジ
―
Ｏ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
―
一
―
Ｏ
―
ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
フ

ル
ク
ト
ピ
ラ
ノ
ー
ス

別
表
第
九
第
二
百
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
十
八
の
二

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
Ｓ
―
（
エ
チ
ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
―
ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

別
表
第
九
第
二
百
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
十
九
の
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
亜
硝
酸
ア
ミ
ド
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別
表
第
九
第
二
百
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
二
十
一
の
二

ジ
エ
チ
ル
―
四
―
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

別
表
第
九
第
二
百
二
十
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
百
二
十
二
の
二

ジ
エ
チ
ル
―
一
―
（

・

―
ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
ク
ロ
ル
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

二′

四′

二
百
二
十
二
の
三

ジ
エ
チ
ル
―
（
一
・
三
―
ジ
チ
オ
シ
ク
ロ
ペ
ン
チ
リ
デ
ン
）
―
チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド

二
百
二
十
二
の
四

ジ
エ
チ
ル
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル
（
別
名
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル
）

別
表
第
九
中
第
二
百
二
十
四
号
の
三
を
第
二
百
二
十
四
号
の
四
と
し
、
第
二
百
二
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

百
二
十
四
の
三

ジ
エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ロ
ク
ロ
リ
ド
チ
オ
ネ
ー
ト

別
表
第
九
第
二
百
二
十
五
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
二
十
四
の
五

ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
カ
ル
ビ
ト
ー
ル
）

別
表
第
九
第
二
百
二
十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
二
十
九
の
二

二
―
（
一
・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
フ
ェ
ニ
ル
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
メ
ー
ト
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二
百
二
十
九
の
三

シ
ク
ロ
ス
ポ
リ
ン

別
表
第
九
第
二
百
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
三
十
二
の
二

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ミ
ド

別
表
第
九
第
二
百
三
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
三
十
八
の
二

シ
ク
ロ
ホ
ス
フ
ァ
ミ
ド
及
び
そ
の
一
水
和
物

二
百
三
十
八
の
三

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル

―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
Ｎ
Ｉ
Ｐ
）

四′

別
表
第
九
第
二
百
四
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
四
十
の
二

四
・

―
（
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
―
一
・
一
―
ジ
イ
ル
）
ジ
（
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
）

四′

二
百
四
十
の
三

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
ホ
ル
マ
ー
ル

別
表
第
九
中
第
二
百
四
十
一
号
の
二
を
第
二
百
四
十
一
号
の
三
と
し
、
第
二
百
四
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
四
十
一
の
二

四
・

―
（
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
テ
ン
―
一
・
一
―
ジ
イ
ル
）
ジ
（
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
）

四′

別
表
第
九
第
二
百
四
十
八
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
百
四
十
八
の
二

一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
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二
百
四
十
八
の
三

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

二
百
四
十
八
の
四

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
［
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
―
（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）
―
二
―
（
四
―
ニ

ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
］
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
（
別
名
ク
ロ
ラ
ム
フ
ェ
ニ
コ
ー
ル
）

別
表
第
九
第
二
百
四
十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
四
十
九
の
二

（
Ｒ
Ｓ
）
―
三
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
五
―
メ
チ
ル
―
五
―
ビ
ニ
ル
―
一
・
三
―
オ

キ
サ
ゾ
リ
ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
オ
ン
（
別
名
ビ
ン
ク
ロ
ゾ
リ
ン
）

二
百
四
十
九
の
三

三
―
（
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
メ
ト
キ
シ
―
一
―
メ
チ
ル
尿
素
（
別
名
リ
ニ
ュ
ロ

ン
）

別
表
第
九
第
二
百
五
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
五
十
一
の
二

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
（
別
名
ジ
ク
ロ
ル
プ
ロ
ッ

プ
）

別
表
第
九
第
二
百
五
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
五
十
八
の
二

ジ
シ
ア
ノ
メ
タ
ン
（
別
名
マ
ロ
ノ
ニ
ト
リ
ル
）
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別
表
第
九
第
二
百
六
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
六
十
八
の
二

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
四
―
ア
ミ
ノ
―
三
―
［

―
（
二
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）
―
一
・

―

四′

一′

ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
四
―
イ
ル
ア
ゾ
］
―
五
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
―
二
・
七
―
ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー

ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ダ
イ
レ
ク
ト
ブ
ラ
ッ
ク
三
十
八
）

別
表
第
九
第
二
百
七
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
二
の
二

二
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

二
百
七
十
二
の
三

二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

別
表
第
九
第
二
百
七
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
三
の
二

二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
―
六
―
（
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
―
フ
ェ
ノ
ー
ル

別
表
第
九
第
二
百
七
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
五
の
二

ジ
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ン
（
別
名
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ン
）

別
表
第
九
第
二
百
七
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
六
の
二

二
―
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
チ
ル
―
一
・
三
―
イ
ン
ダ
ン
ジ
オ
ン
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別
表
第
九
第
二
百
七
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
七
の
二

五
・
五
―
ジ
フ
ェ
ニ
ル
―
二
・
四
―
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
ジ
オ
ン

別
表
第
九
第
二
百
七
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
八
の
二

ジ
プ
ロ
ピ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

別
表
第
九
第
二
百
八
十
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
八
十
一
の
二

ジ
ベ
ン
ゾ
［
ａ
・
ｊ
］
ア
ク
リ
ジ
ン

二
百
八
十
一
の
三

ジ
ベ
ン
ゾ
［
ａ
・
ｈ
］
ア
ン
ト
ラ
セ
ン
（
別
名
一
・
二
：
五
・
六
―
ジ
ベ
ン
ゾ
ア
ン
ト
ラ
セ
ン
）

別
表
第
九
第
二
百
八
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
八
十
六
の
二

（
四
―
［
［
四
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
（
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
リ
デ
ン
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ

―
二
・
五
―
ジ
エ
ン
―
一
―
イ
リ
デ
ン
）
（
ジ
メ
チ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン
塩

酸
塩
）

別
表
第
九
第
二
百
八
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
八
十
七
の
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
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別
表
第
九
第
二
百
九
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
九
十
の
二

三
・
七
―
ジ
メ
チ
ル
キ
サ
ン
チ
ン
（
別
名
テ
オ
ブ
ロ
ミ
ン
）

別
表
第
九
中
第
二
百
九
十
二
号
の
二
を
第
二
百
九
十
二
号
の
四
と
し
、
第
二
百
九
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
九
十
二
の
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｓ
―
四
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ブ
チ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
チ
オ
カ
ル

ブ
）

二
百
九
十
二
の
三

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
チ
オ
ホ
ス
ホ
リ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

別
表
第
九
第
二
百
九
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
九
十
六

一
・

―
ジ
メ
チ
ル
―
四
・

―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
塩

一′

四′

別
表
第
九
中
第
二
百
九
十
七
号
を
削
り
、
第
二
百
九
十
八
号
を
第
二
百
九
十
七
号
と
し
、
第
二
百
九
十
九
号
を
第
二
百
九
十

八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
九
十
九

（
一
Ｒ
・
三
Ｒ
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
（
二
―
メ
チ
ル
―
一
―
プ
ロ
ペ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン

カ
ル
ボ
ン
酸
（
五
―
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
―
三
―
フ
ラ
ニ
ル
）
メ
チ
ル

二
百
九
十
九
の
二

一
・
二
―
ジ
メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
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別
表
第
九
第
三
百
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
四
の
二

十
三
酸
化
八
ほ
う
素
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
四
水
和
物

別
表
第
九
中
第
三
百
十
二
号
を
削
り
、
第
三
百
十
一
号
を
第
三
百
十
二
号
と
し
、
第
三
百
十
号
を
第
三
百
十
一
号
と
し
、
第

三
百
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
十

硝
酸
リ
チ
ウ
ム

別
表
第
九
第
三
百
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
三
十
二
の
二

Ｌ
―
セ
リ
ル
―
Ｌ
―
バ
リ
ル
―
Ｌ
―
セ
リ
ル
―
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ル
―
Ｌ
―
イ
ソ
ロ
イ
シ
ル
―
Ｌ
―
グ
ル

タ
ミ
ニ
ル
―
Ｌ
―
ロ
イ
シ
ル
―
Ｌ
―
メ
チ
オ
ニ
ル
―
Ｌ
―
ヒ
ス
チ
ジ
ル
―
Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル
―
Ｌ
―
ロ
イ
シ
ル
グ
リ

シ
ル
―
Ｌ
―
リ
シ
ル
―
Ｌ
―
ヒ
ス
チ
ジ
ル
―
Ｌ
―
ロ
イ
シ
ル
―
Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル
―
Ｌ
―
セ
リ
ル
―
Ｌ
―
メ
チ
オ
ニ

ル
―
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ル
―
Ｌ
―
ア
ル
ギ
ニ
ル
―
Ｌ
―
バ
リ
ル
―
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ル
―
Ｌ
―
ト
リ
プ
ト
フ
ィ
ル
―
Ｌ
―
ロ
イ

シ
ル
―
Ｌ
―
ア
ル
ギ
ニ
ル
―
Ｌ
―
リ
シ
ル
―
Ｌ
―
リ
シ
ル
―
Ｌ
―
ロ
イ
シ
ル
―
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ニ
ル
―
Ｌ
―
ア
ス
パ
ル
チ

ル
―
Ｌ
―
バ
リ
ル
―
Ｌ
―
ヒ
ス
チ
ジ
ル
―
Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ニ
ル
―
Ｌ
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
（
別
名
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
）

別
表
第
九
第
三
百
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三
百
三
十
三
の
二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
別
表
第
三
第
一
号
３
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
九
第
三
百
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
三
十
四
の
二

三
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ナ
ー
ル

別
表
第
九
第
三
百
三
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
三
十
七
の
二

炭
酸
リ
チ
ウ
ム

別
表
第
九
第
三
百
三
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
百
三
十
八
の
二

二
―
（
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
四
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル

三
百
三
十
八
の
三

二
―
チ
オ
キ
ソ
―
三
・
五
―
ジ
メ
チ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
二
Ｈ
―
一
・
三
・
五
―
チ
ア
ジ
ア
ジ
ン
（
別

名
ダ
ゾ
メ
ッ
ト
）

別
表
第
九
第
三
百
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
四
十
六
の
二

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
二
―
ピ
ラ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名
チ
オ
ナ
ジ
ン
）

別
表
第
九
第
三
百
五
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
五
十
一
の
二

デ
キ
ス
ト
ラ
ン
鉄
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別
表
第
九
中
第
三
百
六
十
二
号
を
削
り
、
第
三
百
六
十
三
号
を
第
三
百
六
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

百
六
十
三

一
・
二
・
三
・
四
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

別
表
第
九
第
三
百
六
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
六
十
八
の
二

二
・
三
・
五
・
六
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
―
四
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
＝
（
Ｚ
）
―
三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
―

三
・
三
・
三
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
―
一
―
プ
ロ
ペ
ニ
ル
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト

（
別
名
テ
フ
ル
ト
リ
ン
）

別
表
第
九
第
三
百
七
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
七
十
二
の
二

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
尿
素

別
表
第
九
第
三
百
八
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
百
八
十
の
二

（

Ｓ
―
ト
ラ
ン
ス
）
―
七
―
ク
ロ
ロ
―

・
四
・
六
―
ト
リ
メ
ト
キ
シ
―

―
メ
チ
ル
ス
ピ
ロ
［
ベ
ン

一′

二′

六′

ゾ
フ
ラ
ン
―
二
（
三
Ｈ
）
・

―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
―

―
エ
ン
］
―
三
・

―
ジ
オ
ン
（
別
名
グ
リ
セ
オ
フ
ル
ビ
ン
）

一′

二′

四′

三
百
八
十
の
三

ト
リ
ウ
ム
＝
ビ
ス
（
エ
タ
ン
ジ
オ
ア
ー
ト
）
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別
表
第
九
第
三
百
八
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
百
八
十
二
の
二

ト
リ
エ
チ
レ
ン
チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
チ
オ
テ
パ
）

三
百
八
十
二
の
三

ト
リ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
ク
ロ
ラ
ー
ル
）

別
表
第
九
第
三
百
八
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
八
十
三
の
二

二
・
二
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
―
エ
タ
ン
ジ
オ
ー
ル
（
別
名
抱
水
ク
ロ
ラ
ー
ル
）

別
表
第
九
第
三
百
八
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
八
十
九
の
二

ト
リ
ク
ロ
ロ
（
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ラ
ン

別
表
第
九
第
三
百
九
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
九
十
九
の
二

ト
リ
ニ
ト
ロ
レ
ゾ
ル
シ
ン
鉛

別
表
第
九
第
四
百
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
の
二

ト
リ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

別
表
第
九
第
四
百
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
の
二

二
・
四
・
六
―
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
（
別
名
メ
シ
ジ
ン
）
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別
表
第
九
第
四
百
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
の
二

一
・
三
・
七
―
ト
リ
メ
チ
ル
キ
サ
ン
チ
ン
（
別
名
カ
フ
ェ
イ
ン
）

別
表
第
九
第
四
百
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
四
の
二

一
・
一
・
一
―
ト
リ
メ
チ
ロ
ー
ル
プ
ロ
パ
ン
ト
リ
ア
ク
リ
ル
酸
エ
ス
テ
ル

四
百
四
の
三

五
―
［
（
三
・
四
・
五
―
ト
リ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
ア
ミ
ン

別
表
第
九
第
四
百
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
七
の
二

ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
二
―
プ
ロ
ピ
ル
ペ
ン
タ
ノ
ア
ー
ト

別
表
第
九
第
四
百
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
八
の
二

ナ
フ
タ
レ
ン
―
一
・
四
―
ジ
オ
ン

別
表
第
九
第
四
百
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
十
三
の
二

二
酢
酸
ジ
オ
キ
シ
ド
ウ
ラ
ン
（
Ⅵ
）
及
び
そ
の
二
水
和
物

別
表
第
九
第
四
百
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
十
六
の
二

二
硝
酸
ジ
オ
キ
シ
ド
ウ
ラ
ン
（
Ⅵ
）
六
水
和
物
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別
表
第
九
第
四
百
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十
三
の
二

六
―
ニ
ト
ロ
ク
リ
セ
ン

別
表
第
九
第
四
百
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十
四
の
二

Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩

別
表
第
九
第
四
百
二
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十
六
の
二

一
―
ニ
ト
ロ
ピ
レ
ン

四
百
二
十
六
の
三

一
―
（
四
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
三
―
（
三
―
ピ
リ
ジ
ル
メ
チ
ル
）
ウ
レ
ア

別
表
第
九
第
四
百
二
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十
九
の
二

二
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
エ
タ
ン
―
一
・
二
―
ジ
イ
ル
ジ
カ
ル
バ
モ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト

別
表
第
九
第
四
百
三
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
六
の
二

発
煙
硫
酸

別
表
第
九
第
四
百
三
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
九
の
二

パ
ラ
―
エ
ト
キ
シ
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
フ
ェ
ナ
セ
チ
ン
）
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別
表
第
九
第
四
百
四
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
の
二

パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
―
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
ト
ル
エ
ン

四
百
四
十
の
三

パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

別
表
第
九
第
四
百
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
二
の
二

パ
ラ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
安
息
香
酸

別
表
第
九
第
四
百
四
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
四
の
二

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
安
息
香
酸

別
表
第
九
第
四
百
四
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
七
の
二

パ
ラ
―
メ
ト
キ
シ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

別
表
第
九
第
四
百
四
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
九
の
二

二
・

―
ビ
オ
キ
シ
ラ
ン

二′

別
表
第
九
第
四
百
五
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
五
十
二
の
二

四
―
［
四
―
［
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
ブ
タ
ン
酸
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別
表
第
九
第
四
百
五
十
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四
百
五
十
四
の
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
二
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン

四
百
五
十
四
の
三

Ｎ
・

―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

Ｎ′

四
百
五
十
四
の
四

ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｎ
二
）

別
表
第
九
第
四
百
五
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
五
十
五
の
二

ビ
ス
（
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ジ
ア
ゼ
ン

別
表
第
九
第
四
百
五
十
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四
百
五
十
七
の
二

二
・
二
―
ビ
ス
（

―
ハ
イ
ド
ロ
キ
シ
―

・

―
ジ
ブ
ロ
モ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン

四′

三′

五′

四
百
五
十
七
の
三

五
・
八
―
ビ
ス
［
二
―
（
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
］
―
一
・
四
―
ア
ン
ト

ラ
キ
ノ
ン
ジ
オ
ー
ル
＝
二
塩
酸
塩

四
百
五
十
七
の
四

三
・
三
―
ビ
ス
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
イ
ソ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
一
―

オ
ン
（
別
名
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
）

四
百
五
十
七
の
五

Ｓ
・
Ｓ
―
ビ
ス
（
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
＝
Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
カ
ズ
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サ
ホ
ス
）

別
表
第
九
第
四
百
五
十
九
号
及
び
第
四
百
六
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
百
五
十
九

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
一
水
和
物

四
百
六
十

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
チ
オ
カ
ル
ボ
ヒ
ド
ラ
ジ
ド

別
表
第
九
第
四
百
六
十
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

四
百
六
十
の
二

二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

四
百
六
十
の
三

三
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
・
三
・
五
（
十
）
―
エ
ス
ト
ラ
ト
リ
エ
ン
―
十
七
―
オ
ン
（
別
名
エ
ス
ト
ロ
ン
）

四
百
六
十
の
四

八
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
キ
ノ
リ
ン
（
別
名
八
―
キ
ノ
リ
ノ
ー
ル
）

四
百
六
十
の
五

（
五
Ｓ
・
五
ａ
Ｒ
・
八
ａ
Ｒ
・
九
Ｒ
）
―
九
―
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
三
・
五
―
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ

ル
）
―
八
―
オ
キ
ソ
―
五
・
五
ａ
・
六
・
八
・
八
ａ
・
九
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
フ
ロ
［

・

：
六
・
七
］
ナ
フ
ト
［
二
・

三′

四′

三
―
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
＝
四
・
六
―
Ｏ
―
［
（
Ｒ
）
―
エ
チ
リ
デ
ン
］
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
グ

ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ド
（
別
名
エ
ト
ポ
シ
ド
）

四
百
六
十
の
六

（
五
Ｓ
・
五
ａ
Ｒ
・
八
ａ
Ｒ
・
九
Ｒ
）
―
九
―
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
三
・
五
―
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
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ル
）
―
八
―
オ
キ
ソ
―
五
・
五
ａ
・
六
・
八
・
八
ａ
・
九
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
フ
ロ
［

・

：
六
・
七
］
ナ
フ
ト
［
二
・

三′

四′

三
―
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
＝
四
・
六
―
Ｏ
―
［
（
Ｒ
）
―
二
―
チ
エ
ニ
ル
メ
チ
リ
デ
ン
］
―

ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
グ
ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ド
（
別
名
テ
ニ
ポ
シ
ド
）

四
百
六
十
の
七

Ｎ
―
（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

別
表
第
九
中
第
四
百
六
十
四
号
の
二
を
第
四
百
六
十
四
号
の
三
と
し
、
第
四
百
六
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
六
十
四
の
二

四
―
ビ
ニ
ル
ピ
リ
ジ
ン

別
表
第
九
中
第
四
百
六
十
八
号
の
二
を
第
四
百
六
十
八
号
の
四
と
し
、
第
四
百
六
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
六
十
八
の
二

フ
ィ
ゾ
ス
チ
グ
ミ
ン
（
別
名
エ
セ
リ
ン
）

四
百
六
十
八
の
三

フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
シ
ア
ン
化
ベ
ン
ジ
ル
）

別
表
第
九
第
四
百
六
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
六
十
九
の
二

二
―
（
フ
ェ
ニ
ル
パ
ラ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
ア
セ
チ
ル
）
―
一
・
三
―
イ
ン
ダ
ン
ジ
オ
ン

別
表
第
九
第
四
百
七
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
七
十
七
の
二

フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
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別
表
第
九
第
四
百
七
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
七
十
八
の
二

フ
タ
ル
酸
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

別
表
第
九
第
四
百
七
十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
七
十
九
の
二

フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
キ
シ
ル

四
百
七
十
九
の
三

フ
タ
ル
酸
ジ
ペ
ン
チ
ル

別
表
第
九
第
四
百
八
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
の
二

フ
タ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
＝
ベ
ン
ジ
ル

別
表
第
九
中
第
四
百
八
十
二
号
の
二
を
第
四
百
八
十
二
号
の
三
と
し
、
第
四
百
八
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
二
の
二

ブ
タ
ン
―
一
・
四
―
ジ
イ
ル
＝
ジ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト

別
表
第
九
第
四
百
八
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
三
の
二

ブ
チ
ル
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

四
百
八
十
三
の
三

ブ
チ
ル
リ
チ
ウ
ム

別
表
第
九
第
四
百
八
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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四
百
八
十
六
の
二

弗
素
エ
デ
ン
閃
石

せ
ん

別
表
第
九
第
四
百
八
十
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
八
の
三

五
―
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル

別
表
第
九
中
第
四
百
九
十
二
号
の
二
を
第
四
百
九
十
二
号
の
三
と
し
、
第
四
百
九
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
二
の
二

プ
ロ
パ
ン
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
プ
ロ
ピ
オ
ノ
ニ
ト
リ
ル
）

別
表
第
九
第
四
百
九
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
四
の
二

二
―
プ
ロ
ピ
ル
吉
草
酸

別
表
第
九
第
四
百
九
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
六
の
二

Ｎ
・

―
プ
ロ
ピ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
と
亜
鉛
の
重
合
物
（
別
名
プ
ロ
ピ
ネ
ブ
）

Ｎ′

別
表
第
九
第
四
百
九
十
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
七
の
三

ブ
ロ
ム
ア
セ
ト
ン

別
表
第
九
第
五
百
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
の
二

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸
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別
表
第
九
第
五
百
十
六
号
の
三
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
百
十
六
の
四

ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド
デ
カ
ン

五
百
十
六
の
五

ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
パ
ラ
ロ
ー
ズ
ア
ニ
リ
ン
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
ク
リ
ス
タ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
）

別
表
第
九
第
五
百
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
百
二
十
四

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
―
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
―
二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・

七
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
（
別
名
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
エ
ポ
キ
シ
ド
）

別
表
第
九
中
第
五
百
三
十
号
の
二
を
第
五
百
三
十
号
の
四
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
の
二

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）

五
百
三
十
の
三

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
ノ
ナ
ン
酸

別
表
第
九
第
五
百
三
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
六
の
二

ペ
ン
タ
カ
ル
ボ
ニ
ル
鉄

別
表
第
九
第
五
百
四
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
四
十
三
の
二

ほ
う
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム



- 31 -

別
表
第
九
中
第
五
百
四
十
五
号
の
二
を
第
五
百
四
十
五
号
の
三
と
し
、
第
五
百
四
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
四
十
五
の
二

ポ
リ
［
グ
ア
ニ
ジ
ン
―
Ｎ
・

―
ジ
イ
ル
ヘ
キ
サ
ン
―
一
・
六
―
ジ
イ
ル
イ
ミ
ノ
（
イ
ミ
ノ
メ
チ
レ

Ｎ′

ン
）
］
塩
酸
塩

別
表
第
九
第
五
百
五
十
六
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五
百
五
十
六
の
二

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
―
イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
エ
チ
ル

五
百
五
十
六
の
三

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

五
百
五
十
六
の
四

メ
タ
ク
リ
ル
酸
ク
ロ
リ
ド

五
百
五
十
六
の
五

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
―
（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

別
表
第
九
第
五
百
六
十
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五
百
六
十
の
二

メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

五
百
六
十
の
三

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

五
百
六
十
の
四

メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
フ
ル
オ
リ
ド

別
表
第
九
第
五
百
六
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五
百
六
十
八
の
二

メ
チ
ル
＝
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト

別
表
第
九
第
五
百
六
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
六
十
九
の
二

メ
チ
ル
イ
ソ
プ
ロ
ペ
ニ
ル
ケ
ト
ン

別
表
第
九
第
五
百
七
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
百
七
十
三
の
二

メ
チ
ル
＝
カ
ル
ボ
ノ
ク
ロ
リ
ダ
ー
ト

五
百
七
十
三
の
三

メ
チ
ル
＝
三
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
二
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル

フ
ァ
モ
イ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
四
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ハ
ロ
ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル
）

別
表
第
九
第
五
百
七
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
七
十
七
の
二

Ｎ
―
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
（
別
名
カ
ー
バ
ム
）

別
表
第
九
第
五
百
七
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
七
十
九
の
二

メ
チ
ル
―

・

―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
オ
キ
シ
］
―
一
―
チ
オ
オ
キ
サ

Ｎ′

Ｎ′

ム
イ
ミ
デ
ー
ト
（
別
名
オ
キ
サ
ミ
ル
）

別
表
第
九
第
五
百
八
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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五
百
八
十
四
の
二

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素

五
百
八
十
四
の
三

Ｎ
―
メ
チ
ル
―

―
ニ
ト
ロ
―
Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
グ
ア
ニ
ジ
ン

Ｎ′

別
表
第
九
中
第
五
百
八
十
八
号
の
二
を
第
五
百
八
十
八
号
の
三
と
し
、
第
五
百
八
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
八
十
八
の
二

三
―
（
一
―
メ
チ
ル
―
二
―
ピ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
）
ピ
リ
ジ
ン
硫
酸
塩

(

別
名
ニ
コ
チ
ン
硫
酸
塩
）

別
表
第
九
第
五
百
八
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
八
十
九
の
二

三
―
メ
チ
ル
―
一
―
（
プ
ロ
パ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
＝
ジ
メ
チ
ル
カ

ル
バ
マ
ー
ト

別
表
第
九
第
五
百
九
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
の
二

メ
チ
ル
―
（
四
―
ブ
ロ
ム
―
二
・
五
―
ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン
ホ
ス
ホ
ネ
イ
ト

別
表
第
九
第
五
百
九
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
一
の
二

メ
チ
ル
＝
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
二
―
イ
ル
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別
名
カ
ル
ベ
ン
ダ
ジ
ム
）

別
表
第
九
第
五
百
九
十
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
三
の
二

メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ン
酸
ジ
ク
ロ
リ
ド
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五
百
九
十
三
の
三

メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ン
酸
ジ
メ
チ
ル

五
百
九
十
三
の
四

Ｎ
―
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

別
表
第
九
第
五
百
九
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
五
の
二

二
―
メ
チ
ル
―
一
―
［
四
―
（
メ
チ
ル
チ
オ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
―
二
―
モ
ル
ホ
リ
ノ
―
一
―
プ
ロ
パ
ノ
ン

五
百
九
十
五
の
三

七
―
メ
チ
ル
―
三
―
メ
チ
レ
ン
―
一
・
六
―
オ
ク
タ
ジ
エ
ン

別
表
第
九
第
五
百
九
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
八
の
二

四
・

―
メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
）

四′

五
百
九
十
八
の
三

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト

別
表
第
九
第
五
百
九
十
九
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

五
百
九
十
九
の
二

四
・

―
メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
二
―
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
ア
ミ
ン
）

四′

五
百
九
十
九
の
三

メ
ト
キ
シ
酢
酸

五
百
九
十
九
の
四

四
―
メ
ト
キ
シ
―
七
Ｈ
―
フ
ロ
［
三
・
二
―
ｇ
］
［
一
］
ベ
ン
ゾ
ピ
ラ
ン
―
七
―
オ
ン

五
百
九
十
九
の
五

九
―
メ
ト
キ
シ
―
七
Ｈ
―
フ
ロ
［
三
・
二
―
ｇ
］
［
一
］
ベ
ン
ゾ
ピ
ラ
ン
―
七
―
オ
ン
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五
百
九
十
九
の
六

四
―
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
―
一
・
三
―
ジ
ア
ミ
ン
硫
酸
塩

別
表
第
九
第
六
百
二
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

六
百
二
の
二

六
―
メ
ル
カ
プ
ト
プ
リ
ン

六
百
二
の
三

二
―
メ
ル
カ
プ
ト
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル

六
百
二
の
四

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸

六
百
二
の
五

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ア
ミ
ド

六
百
二
の
六

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
パ
ラ
ブ
ロ
ム
ア
ニ
リ
ド

別
表
第
九
中
第
六
百
五
号
を
削
り
、
第
六
百
六
号
を
第
六
百
五
号
と
し
、
第
六
百
七
号
を
第
六
百
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
六
号
を
加
え
る
。

六
百
六
の
二

四
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
六
・

―
［
（
三
・

―
ジ
メ
ト
キ
シ
［
一
・

―
ビ
フ
ェ
ニ
ル
］
―
四
・

―
ジ
イ

六′

三′

一′

四′

ル
）
ビ
ス
（
ジ
ア
ゼ
ニ
ル
）
］
ビ
ス
（
四
―
ア
ミ
ノ
―
五
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン
―
一
・
三
―
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
）

六
百
六
の
三

四
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
六
・

―
［
（
［
一
・

―
ビ
フ
ェ
ニ
ル
］
―
四
・

―
ジ
イ
ル
）
ビ
ス
（
ジ
ア
ゼ
ニ

六′

一′

四′

ル
）
］
ビ
ス
（
四
―
ア
ミ
ノ
―
五
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン
―
二
・
七
―
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
）
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六
百
六
の
四

ラ
ク
ト
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
シ
ア
ン
ヒ
ド
リ
ン
）

六
百
六
の
五

ラ
サ
ロ
シ
ド

六
百
六
の
六

リ
チ
ウ
ム
＝
ビ
ス
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
）
イ
ミ
ド

六
百
七

硫
化
カ
リ
ウ
ム

別
表
第
九
第
六
百
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
百
二
十
五

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）

別
表
第
九
第
六
百
二
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
百
二
十
六
の
二

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）

六
百
二
十
六
の
三

り
ん
酸
ト
リ
ト
リ
ル

別
表
第
九
第
六
百
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
百
二
十
八
の
二

り
ん
酸
ト
リ
メ
チ
ル

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
九
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
三
第
二
号
に

掲
げ
る
設
備
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
同
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の

三
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
作
業
に

係
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
当
該
仕
事
に
係
る
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和

五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

新
令
第
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
物
（
旧
令
第
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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理

由

注
文
者
の
講
ず
べ
き
請
負
人
の
労
働
者
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
対
象
と
な
る
設
備
の
範
囲
及
び
職

長
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
を
行
う
べ
き
業
種
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者
が
そ
の
名
称

等
を
表
示
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


